
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ ＰＣＢ(ポリ塩化ビフェニル)は､人工的に作られた主に油状の化学物質で､電気を通しにくい､燃えにくい､耐水性に優れるな
どの特性があり､電気機器の絶縁油や熱交換器の熱媒体､感圧複写紙､塗料など様々な用途に使用されていました｡ 

⚫ 昭和 43 年に発生した｢カネミ油症事件｣などを契機に､その有害性が社会問題化し､昭和 47 年以降､製造や使用が中止され
ましたが､当時製造された機器などが現在も使用されている可能性があります｡ 

 

 

⚫ 国内で製造されたＰＣＢの多くが、電気機器の絶縁油として使用されたと言われています。 

⚫ 絶縁油にＰＣＢが使用された可能性のある電気機器には変圧器､コンデンサー､照明器具(蛍光灯･水銀灯等)の安定器などがあります｡ 

⚫ 古いＸ線装置や溶接機、昇降機制御盤などの機器に、ＰＣＢが使用されたコンデンサーが組み込まれたものがあります。 

  

                        

 

 

 

 

 

 

⚫ 変圧器やコンデンサーなどの電気機器は､建物内の機械室やキュービクル(電
気設備などが格納されている工作物)内､電柱などに設置されている場合が多
く､また､照明器具の安定器は屋内外の照明などに使用されています｡ 

⚫ 低圧進相コンデンサーは、壁などに設置されている場合があります。 

⚫ 使用を終えた電気機器がそのまま放置されている例や､倉庫の奥など普段人の
出入のないような場所に保管されていた例などが確認されています｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ ＰＣＢ廃棄物は､次の期限までに処分することが法令で義務付けられています｡ 

高濃度ＰＣＢ廃棄物 
変圧器･コンデンサー等 令和４(2022)年３月31 日 

安定器･汚染物等 令和５(2023)年３月31 日 

低濃度ＰＣＢ廃棄物 全て 令和９(2027)年３月31 日 

◆ 普段人の出入りがない場所や高い所などに残されている可能性があります｡ 

事業場内を再確認し､発見された場合は期限までの処分をお願いします！ 

ＰＣＢについて 

絶縁油にＰＣＢが使用された可能性のある電気機器等 

ＰＣＢ廃棄物は期限内に処分しましょう！ 

電気機器等が主に使用されている場所 

⚠ こんな場所で発見された例も 

電柱に設置 
された台の上 

高圧変圧器      高圧コンデンサー    低圧進相    蛍光灯安定器       Ｘ線装置       溶接機 
                    コンデンサー 
 

⚠ 電気機器の確認のため通電中の機器 
   に近づくことは大変危険です｡ 
  電気管理技術者に依頼するなど､ 
   事故のないようご注意ください｡ 

倉庫の奥に 
乱雑に保管 

青森県からのお知らせ 



 

PCB は、その濃度に応じて「高濃度」と「低濃度」に区分されます。 

濃度区分 PCB 濃度の判定基準 

高濃度 5,000㎎/㎏(0.5％)超 【可燃性のPCB汚染物については 100,000㎎/㎏(10％)超】 

低濃度 0.5㎎/㎏超 5,000㎎/㎏(0.5％)以下 【可燃性のPCB汚染物については 0.5㎎/㎏超 100,000㎎/㎏(10％)以下】 

※PCB濃度が 0.5㎎/㎏以下のものは、PCB 不含有として取り扱うことになります。 
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PCB廃棄物･使用製品を保管･所有している事業者は､PCB特別措置法に基づく届出が必要です。(届出先等は｢お問い合わせ先｣参照) 
届出の種類 届出が必要な場合 届出義務者 届出時期 

保管及び処分 
状況等の届出 

･ 前年度１年間で PCB 廃棄物等の保管や所有、処
分等を行った場合 

･ 新たにPCB廃棄物等の保管等が判明した場合 

PCB廃棄物の保管事業者 
PCB使用製品の所有事業者 

毎年度６月30日まで 
(新たにPCBの保管等が判明
した場合は速やかに) 

保管場所の 
変更の届出 

PCB廃棄物等の保管等の場所を変更した場合 
PCB廃棄物の保管事業者 
PCB使用製品の所有事業者 

保管場所を変更した日 
から10日以内 

処分終了又は 
廃棄終了の届出 

･ 全ての高濃度PCB廃棄物の処分を終えた場合 
･ 全ての低濃度PCB廃棄物の処分を終えた場合 

PCB廃棄物の保管事業者 処分または廃棄を終了 
した日から20日以内 

･ 全ての高濃度PCB使用製品の廃棄を終えた場合 高濃度PCB使用製品の所有事業者 

特例処分期限日 
に係る届出 

処分期間の特例を適用する場合 
高濃度PCB廃棄物･使用製品の保管･
所有事業者 

処分期限まで 
(届出内容を変更した場合は
変更後10日以内) 

承継の届出 
相続、合併または分割により PCB 廃棄物等の保管
等を行うこととなった場合 

承継により PCB 廃棄物･使用製品を
保管･所有することとなった者 

承継があった日から 
30日以内 

譲受けの届出 
一定の条件を満たした上で、PCB廃棄物等を譲り受
けた場合  ※PCB廃棄物の譲渡し･譲受けは原則禁止 

PCB 廃棄物･使用製品を譲り受けた
者 

譲り受けた日から 
30日以内 

注）使用中の PCB 含有電気工作物については､電気事業法(電気関係報告規則)に基づく届出が必要となる場合があります｡ 
  詳しくは､経済産業省関東東北産業保安監督部東北支部(電話022-221-4947)にお問い合わせください。 

                             ★ PCB 特別措置法に基づく届出書の様式は 

                          青森県ホームページからダウンロードできます 

ＰＣＢ廃棄物等に関する届出 

ＰＣＢの濃度区分 

ＰＣＢ使用の有無を確認する手順 

 変圧器・コンデンサー等の場合  
 
 
 
 
 
 

① 機器の銘板を確認 
 銘板に記載のメーカー名､製造時期､型式等を確認 

② 製造時期を確認(次の場合はPCB 不使用と判断) 
➢ 平成６(1994)年以降に製造された変圧器 

(絶縁油の入替えやメンテナンスを行っていないもの) 

➢ 平成３(1991)年以降に製造されたコンデンサー 

③ メーカーへの問合せ 
 ②でPCB 不使用と判断できない機器は、銘板情報を
もとにメーカーに問い合わせるか､(一社)日本電機工業
会(JEMA)ホームページの情報を確認 

④ 絶縁油のPCB 濃度確認 
 ③で高濃度 PCB であることが確認できない(濃度不
明)場合は､絶縁油を採取しPCB 濃度を確認 

 ※ 封じ切りの機器(コンデンサー等)の場合､絶縁油の採取
のために機器に穴を開けると使用できなくなるので注意 

 
★ 詳しい確認方法等については､ 
  (一社)日本電機工業会ホームページ 
 をご覧ください｡ 

 
 
 

 安定器の場合  
 
 
 
 
 
 
 

① 建物の建築・改修の時期の確認 
 昭和 52(1977)年４月以降に建築･改修された事業用の建物に使
用された安定器はPCB 不使用と判断 

② 照明器具に貼付されたラベルを確認 
  次の表示がある場合はPCB 不使用と判断 
➢ 製造年が昭和48(1973)年以降 
➢ ｢Hf｣の表示 
➢ ｢低力率｣の表示または力率の数値が0.85(85％)未満 

③ 照明器具内部の安定器の銘板を確認 
 照明器具のカバー(蛍光灯の場合)を外し安定器の銘板を確認｡ 
 銘板に次の表示がある場合はPCB 不使用と判断 
➢ 製造年が昭和48(1973)年以降 
➢ ｢低力率｣の表示または力率の数値が0.85(85％)未満 
➢ ｢NO PCB｣｢NON PCB｣｢PCBは使用していません｣等と表示 

④ メーカーへの問合せ 
 (一社)日本照明工業会(JLMA)ホームページからメーカーの連絡
先を確認し､銘板情報をもとにメーカーに問合せ 

★ 詳しい確認方法等については､(一社)日本照明工業会 
  ホームページをご覧ください｡ 
 
 

検索 青森県 PCB 届出 

JEMA PCB 検索 
JLMA PCB 検索 

⚫ 昭和 28(1953)～昭和 47(1972)年に製造された機器の
絶縁油に高濃度PCBが使用されたものがあります。 

⚫ 平成５(1993)年(コンデンサーの場合は平成２(1990)

年)までに製造された機器の絶縁油に低濃度PCBが
混入したものがあります。 

⚫ 昭和 32(1957)年１月～昭和47(1972)年８月に製造された安定器に
高濃度PCBが使用されたものがあります。 

⚫ 高濃度 PCB を使用した安定器は､昭和 52(1977)年３月までに建
築･改修された事業用の建物に使用された可能性があります。 

※ 一般家庭用の照明器具(白熱電球や引掛シーリングで取り付けるも
の等)にはPCB は使用されていません。 



 

⚫ PCB 廃棄物は､濃度にかかわらず｢特別管理産業廃
棄物｣に該当し､処分までの間､廃棄物処理法に定め
る保管基準に従って保管する必要があります｡ 

⚫ 事業場ごとに｢特別管理産業廃棄物管理責任者｣を
設置する必要があります｡ 

 ◆PCB 廃棄物の保管基準◆ 
周囲に囲いを設置 

見やすい箇所に次の事項を記載した掲示板 
(縦×横 各60㎝以上)を設置 
➢ 特別管理産業廃棄物の保管場所であること 
➢ 保管する廃棄物の種類 
➢ 保管場所の管理者の氏名 

飛散、流出、地下浸透、悪臭防止措置 

他の物が混入しないように仕切りを設置 

容器に入れ密封するなど揮発防止措置 

高温にさらされないために必要な措置 

腐食防止措置 

 

 

PCB 廃棄物は､その濃度によって処分先や処分手続が異なります｡ 

（１）高濃度ＰＣＢ廃棄物 
⚫ 青森県内で保管されている高濃度 PCB 廃棄物の処分は､中間貯蔵･環境安全事業株式

会社(JESCO)北海道PCB処理事業所で行われています。 
⚫ JESCOでは高濃度PCB廃棄物の運搬は行いませんので､高濃度PCB廃棄物の収集

運搬については､JESCO とは別に､許可を受けた業者に委託する必要があります｡ 
   (JESCOに高濃度PCB廃棄物の搬入を許可された収集運搬業者の情報はJESCOホームページ参照) 

  ＜高濃度PCB廃棄物の処分までの流れ＞※処分手続を行う際は、事前にＪＥＳＣＯにご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）低濃度ＰＣＢ廃棄物 
⚫ 低濃度 PCB 廃棄物の処理は､環境大臣認定の無害化処理施設または都道府県知事

などの許可を受けた特別管理産業廃棄物処分業者の処理施設で行われています｡ 
 （認定･許可を受けた事業者に関する最新情報は環境省ホームページ参照） 
⚫ 低濃度 PCB 廃棄物の処理は､｢登録申請｣､｢軽減申請｣､｢助成金請求｣の手続はあり

ませんが､その他の流れは高濃度PCB廃棄物の場合とほぼ同様です｡ 
⚫ 銘板情報などから高濃度 PCB 廃棄物に該当しないことが明らかなコンデンサー

等については､絶縁油の PCB 濃度分析を行わなくても低濃度 PCB 廃棄物とみな
して認定等を受けた焼却施設で処理することが可能です。 

登録申請 ① 機器登録：３㎏以上の変圧器類・コンデンサー類、ＰＣＢ油類 
   搬入荷姿登録：安定器、３㎏未満の小型電気機器、感圧複写紙、ウエス等 

登録受付 

② 登録確認書の送付   ※使用中のものでも登録可能 

③ 処理契約手続きのご連絡 

④ 中小企業者等軽減制度申請  ※対象となる者のみ 軽減申請 申請受付 

⑤ 中小企業者等軽減制度 審査結果の通知 ※対象となる者のみ 

*軽減制度の適用の可否については、JESCO及び(独)環境再生保全機構が審査を行います。 

処分契約 ⑥ 処分委託契約 契約締結 

⑦ 収集運搬委託契約 運搬契約 

搬 出 

⑥ 処分委託契約 

結果通知 

処分契約 

⑩ 運 搬 搬 入 

支 払 

⑪ 処理完了  マニフェストＤ票・E票送付 処 分 

請 求 

ＰＣＢ廃棄物の処分 

ＰＣＢ廃棄物の保管 

保管事業者 ＪＥＳＣＯ 

収集運搬業者 運搬契約締結 ⑦ 収集運搬委託契約 

◆特別管理産業廃棄物管理責任者の資格◆ 
  一定の学歴と実務経験が資格の要件となっています｡ 
  (公財)日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が行う 
  ｢特別管理産業廃棄物管理責任者に関する研修会｣を修了することで 
 も資格が得られます。 

JW センター 検索 ★ 研修会の詳細は 

⑧ 請求書 

⑨ 入 金（行政機関の場合、「⑪処理完了」後に支払となります。） 

⑫ 収集運搬完了報告・助成金支払請求  ※対象となる者のみ 

⑬ 収集運搬費用等に係る助成金支払  ※対象となる者のみ 

入金確認 

助成金請求 請求受付 

助成金支払 

★ 無害化処理認定施設の一覧は 

JESCO 検索 

環境省 PCB 無害化 検索 

★ PCB 廃棄物の収集運搬業者
(青森県知事許可)の一覧は 

★ JESCOホームページは 

青森県 PCB 検索 

・雨漏りはしていませんか？ 

・湿度、温度は高くありませんか？ 

蓋 付 き の 金 属 製 容 器 、 

受皿等で保管していますか？ 
ロープ等で固定する 

などの転倒防止対策は 

と っ て い ま す か ？ 

Ｐ Ｃ Ｂ 廃 棄 物 
( 取 扱 注 意 ) 
※ 製 品 に は Ｐ Ｃ Ｂ が 
含 ま れ て い ま す 。 



中小企業者等処理費用軽減制度(JESCO) 
高濃度PCB 廃棄物を保管する中小企業者等の方々が JESCOにその処分を委託する場合に費用の軽減措置が受けられる制度です。 
〔軽減対象となる経費：収集運搬費用(機器の補修等に要する費用を含む｡)及び処分費用〕 

対  象 要   件 軽減率 

中 小 
企業者 

会社(株式･有限･

合資･合名･合同) 
主たる業種ごとに定められた資本金または出資の総額､
常時使用する従業員数のいずれかの基準を満たすこと 

70％ 
個人事業主 業種ごとに定められた従業員数の基準を満たすこと 

中小企業団体等 中小企業団体として認められる基準に適合すること 

法 人 
常時使用する従業員の数が100人以下であること 
(中小企業者に該当するものを除く｡) 

個 人 

➢ 解散または事業を廃止した事業者から高濃度PCB廃
棄物を承継して保管している個人 

➢ 何らかの理由で高濃度PCB廃棄物を保管することと
なった個人 

➢ 破産者(破産管財人) 

95％ 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

⚫ 保管事業者が期限までに PCB 廃棄物を処分しない場合､環境大臣または都道府県知事･政令市長は､保管事業者に対し

て処分その他必要な措置を講ずるよう命ずることができます(改善命令)｡ 

⚫ この命令に違反した場合､保管事業者は３年以下の懲役もしくは 1,000 万円以下の罰金またはこれら両方が科せられ

ることがあります(保管事業者が法人の場合は 1,000 万円以下の罰金)。 

⚫ JESCO の処理施設は､処分期限経過後に順次解体される計画となっており、保管事業者は事実上、高濃度ＰＣＢ廃棄

物を処分することができなくなります。 

 

 

【ＰＣＢ廃棄物の届出等に関すること】 

青森県 東青地域県民局 環境管理部 017-734-9185 

     中南地域県民局 環境管理部 0172-31-1900 

 

     三八地域県民局 環境管理部 0178-27-5111 

 

     下北地域県民局 環境管理部 0175-33-1900 

〔管轄区域：東津軽郡、上北郡(野辺地町･横浜町･六ヶ所村)〕 

〔管轄区域：弘前市、黒石市、五所川原市、つがる市、平川市、 

      西津軽郡、中津軽郡、南津軽郡、北津軽郡〕 

〔管轄区域：十和田市、三沢市、上北郡(七戸町･六戸町･東北町･ 

       おいらせ町)、三戸郡〕 

〔管轄区域：むつ市、下北郡〕 

  青森市 環境部 廃棄物対策課    017-718-1086〔管轄区域：青森市〕 

  八戸市 環境部 環境保全課     0178-51-6195〔管轄区域：八戸市〕 

【高濃度ＰＣＢ廃棄物の処分に関すること】 
  中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO) 

  北海道 PCB 廃棄物処理事業所(東京事務所)  03-5765-1197 

【このパンフレットの内容全般に関すること】 
  青森県 環境生活部 環境保全課 

  ＰＣＢ廃棄物処理対策グループ  017-734-9584 

【参考】高濃度PCB廃棄物の処分費用の例 

種 類 
標準的 
な重量 

処分費用 
(1台当たり) 

軽減適用後の処分費用 

70%軽減 95%軽減 

変圧器 200㎏ 約111万円 約33万円 約６万円 

コンデンサー 45㎏ 約72万円 約22万円 約４万円 

安定器 3㎏ 約9万円 約 3万円 約５千円 

※ 処分費用は機器の種類･重量に応じて単価が定められている。 
※ 処分費用には収集運搬費用は含まれていない。 

ＰＣＢ廃棄物の処理に当たっての支援制度等 

お問い合わせ先 

JESCO 軽減 検索 

ＰＣＢ使用照明器具の LED化によるCO2削減推進事業(環境省) 
PCB 使用照明の調査･交換を行う場合に受けられる補助制度です。 
【補助対象】 

中小企業者､個人事業主または個人､中小企業規模相当の法人や地方公共
団体､リース方式により照明器具を導入するリース会社 等 

【対象事業・補助率】 

対象事業 要  件 補 助 率 

調査事業 
昭和 52 年 3 月以前に建築･
改修された建物の調査 

調査費用の10 分の1 
(上限50 万円) 

交換事業 
使用中の PCB 使用照明器具
のLED 照明器具への交換 

必要経費(工事費･設備費･

事務費等)の3 分の1 
※ 両方の補助を受けることも可能 

【実施年度】      
 令和３～４年度 
 (申請の受付期間は､補助事業 
 実施団体にお問い合わせ 
 ください｡) 

ＰＣＢ廃棄物処理に係る運転資金の貸付制度

(日本政策金融公庫) 
環境対策の促進を図る中小企業者の支援を目的
とした貸付制度です。 

利用できる方 
PCB廃棄物を自ら処分する方または
処分を委託する方 

資金の使途 
PCB廃棄物を自ら処分または処分を
委託するために必要な長期運転資金 

融資限度額 
直接貸付    7億2千万円 
(うち運転資金2億5千万円) 
代理貸付    1億2千万円 

返 済 期 間 7年以内(うち据置期間2年) 

 
 
 
 

 

【お問合せ先】 
 JESCO 中小軽減担当 
  電話 0120-808-534 

期限までに処分しなかった場合 

PCB に関する各種情報は 

青森県ホームページにも掲載 

しています 

 検索 青森県 PCB 

★ 制度の詳細は 

栃木県環境技術協会 検索 

★ 制度の詳細は 

【お問合せ先(補助事業実施団体)】 
 一般財団法人栃木県環境技術協会 
  電話 028-671-1781 

【お問合せ先】 
 日本政策金融公庫青森支店(中小企業事業窓口) 
  電話 017-734-2511 
 
 

★ 貸付利率や貸付条件など､制度の詳細は 

JFC 環境・エネルギー 検索 

(株)日本政策金融公庫 HP↑ 


